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臨時休業期間中の登校園日等への対応について（登校日中止等） 

 

平素から，本市教育にご理解とご支援をいただきお礼申し上げます。 

さて，本校では本日から，新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業とし，４月８日付け「学校だよ

り」等でご案内したとおり，臨時休業期間中に登校日を設定していたところです。 

こうした中，本日，京都市長・京都府知事が共同記者会見を行い，新型インフルエンザ等対策特別措置法に基

づく「緊急事態宣言」の指定地域に京都府を指定するよう国に対する要請が行われました。これは，京都府内で

は，新規感染者数が前週の1.8倍になったほか，人口１万人当たりの患者数は全国で５番目となっており，特に，

この１週間で，感染経路不明の患者数が９人から30人に大幅に増加するなど，既に，緊急事態宣言が出された７

都府県と比べても厳しい状況にあることからのものです。 

こうした状況を踏まえ，京都市教育委員会から，臨時休業期間中「登校・園日」等について「家庭訪問や電話

等による確認・指導」に変更する方針が示されました。 

 

 これを受け，本校の登校日は２０日以降の設定でしたので，変更後の対応策を検討し，週明けごろに再度 

ご連絡させていただくことといたします。 

 

 

※特例預かりについて 

 「特例預かり」は，すでにお知らせしている予定通り実施いたしますが，緊急事態宣言地域への指定の要請の

趣旨を踏まえ，より一層，ご家庭でお過ごしいただくことへのご協力をいただきますよう，お願いいたします。

特例預かりの申請を取りやめにされるご家庭は，学校（５９３－３２５０）までご連絡ください。 


